
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅取得等資金の贈与の非課税枠が拡大 

Ｑ：今年から住宅取得等資金の贈与の非課

税枠が拡大されたそうですが、どのようにな

ったのですか？ 

 

Ａ：1,500万円まで非課税となりました。 

【解説】 

住宅取得等資金の贈与の非課税制度とは、

平成21年１月１日から平成26年12月31日まで

の間に贈与により取得した住宅取得資金につ

いて、一定の金額を非課税とする制度で贈与

を受ける者の合計所得金額が2,000万円以下

の場合に適用があるものです。 

平成23年までは非課税限度額が1,000万円

でしたが、平成24年からは、次のように拡充

が図られています。 

 ①省エネ、耐震性を備えた良質な住宅用家屋 

  平成24年中の贈与・・・1,500万円 

  平成25年中の贈与・・・1,200万円 

  平成26年中の贈与・・・1,000万円 

  ※東日本大震災で住宅用家屋が滅失した者

は1,500万円 

 ②①以外の住宅用家屋  

  平成24年中の贈与・・・1,000万円 

  平成25年中の贈与・・・700万円 

  平成26年中の贈与・・・500万円 

   ※東日本大震災で住宅用家屋が滅失した者

は1,000万円 

なお、この制度は増改築や中古住宅を取得

してリフォームした場合にも適用があります

が、この場合には、中古住宅が適用要件を満

たす住宅である必要があります。 
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